
（単位：千円未満切捨て）

Ⅰ 流 動 資 産 1,165,601 Ⅰ 流 動 負 債 381,301

現 金 及 び 預 金 746,263 買 掛 金 17,795

売 掛 金 66,170 短 期 借 入 金 295,000

有 価 証 券 306,842 未 払 費 用 20,106

た な 卸 資 産 25,284 未 払 法 人 税 等 22,061

繰 延 税 金 資 産 4,422 未 払 消 費 税 等 9,736

そ の 他 17,312 そ の 他 13,788

貸 倒 引 当 金 △ 695 賞 与 引 当 金 2,813

Ⅱ 固 定 資 産 912,933 Ⅱ 固 定 負 債 69,807

  有 形 固 定 資 産 698,006 退 職 給 付 引 当 金 66,457

建 物 295,327 預 り 保 証 金 3,350

器 具 及 び 備 品 11,545

土 地 379,024

そ の 他 12,108

  無 形 固 定 資 産 1,703

電 話 加 入 権 1,703

Ⅰ 株 主 資 本 1,627,425

  投資その他の資産 213,223  　資　　本　　金 50,000

投 資 有 価 証 券 6,766

関 係 会 社 株 式 139,762  　資 本 剰 余 金 180,000

敷 金 2,808  資 本 準 備 金 130,000

保 険 積 立 金 26,863  その他資本剰余金 50,000

繰 延 税 金 資 産 25,723

そ の 他 11,299  　利 益 剰 余 金 1,397,425

 その他利益剰余金 1,397,425

    繰越利益剰余金 1,397,425

負 債 合 計 451,109

純 資 産 の 部

資 産 合 計 2,078,534 負 債 及 び 純 資 産 合 計 2,078,534

純 資 産 合 計 1,627,425

科     目 金    額 科     目 金    額

貸 借 対 照 表

資 産 の 部 負 債 の 部
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708,943

295,932

413,010

369,999

43,011

3,630

67,180

1,445 72,256

3,498

1,481 4,980

110,286

312 312

109,974

38,120

△ 2,043 36,077

73,897

支 払 利 息

そ の 他

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

経 常 利 益

特 別 損 失

法 人 税 等 調 整 額

前 期 損 益 修 正 損

税 引 前 当 期 純 利 益

損 益 計 算 書

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

営 業 外 費 用

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
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金 額

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益

有 価 証 券 評 価 益

そ の 他

科 目

売 上 高

売 上 高

売 上 原 価

売 上 原 価

売 上 総 利 益

当 期 純 利 益



個　　別　　注　　記　　表

１．本計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成している。

２．重要な会計方針に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 関係会社株式 移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券 決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品 総平均法による原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

物については定額法）を採用しております。
② 無形固定資産 定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

② 賞与引当金
すべき金額を計上しております。

③ 退職給付引当金
退職によった場合の要支給額の総額を計上しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
① リース取引の処理方法

を費用処理しております。
② 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 千円
(2) 担保に供している資産及び対応する債務 建物 千円

土地 千円
短期借入金 千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 2,050 株
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定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物〔建物附属設備を

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の
規定に基づく法定繰入率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度で負担

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末日における自己都合

個別に回収可能性を勘案し回収不能見積額を計上しております。

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料

200,000

8,486
175,468

423,108

除く。〕並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築


